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全体構成

１．改正の背景

２．新ルールの導入
２－１．労務費の基準
２－２．著しく短い工期
２－３．内訳明示した見積書

３．労務費に関する実効性の確保
３－１．建設技能者を大切にする企業の自主宣言
３－２．建設キャリアアップシステム
３－３．コミットメント条項
３－４．労務費ダンピング調査

４．みなさまへメッセージ
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施行時期について（建設業法・入契法）
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２０２５年１２月１２日施行

２０２４年



改正の背景
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改正の背景
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新ルールの導入
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新ルールの導入
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労務費に関する基準を踏まえた「基準値」の公表
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適正な労務費
自社として責任をもって

施工できる歩掛り
公共工事

設計労務単価
＝ ×



労務費に関する基準を踏まえた「基準値」の公表
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新ルールの導入
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著しく短い工期とは（一例）
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著しく短い工期の禁止に違反した場合の措置
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駆け込みホットライン（平成１９年４月開設）
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建設業取引適正化センター（平成２１年７月～）
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新ルール下の取引について
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新ルール下の取引について
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労務費とあわせて確保すべき「必要経費」の取扱い明確化
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労務費等を内訳明示した「見積書」
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参考：「著しく低い労務費等」｢不当に低い請負代金｣「著しく短い工期」による契約締結禁止①
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参考：｢不当に低い請負代金｣「著しく短い工期」による契約締結禁止②
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法令遵守に向けた取組（全体像）
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指導監督の流れ
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労務費に関する基準の実効性確保
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建設技能者を大切にする企業の自主宣言とは

建設業への技能者の減少が続く中、技能者を大切にし、処遇改善に積極的に取り組もうとする事業者がその旨を

宣言することにより就業者に選ばれることなどにより、処遇改善の取組が持続的に行われることとなる枠組みを作ること
を目的としている。

制度目的
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建設技能者を大切にする企業の自主宣言Q＆A
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参考：建設技能者を大切にする企業の自主宣言
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建設キャリアアップシステムの目的
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CCUSレベル別年収の位置づけ
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ＣＣＵＳレベル別年収の概要（令和７年１２月改定）
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建設工事標準請負契約約款におけるコミットメント条項の新設

経緯

 「労務費に関する基準」において、その実効性確保策として、契約当事者によるコミットメント制度の
活用を通じた労務費・賃金の適正な支払の担保の取組が位置づけられた

◆労務費に関する基準（抄）

第３章 本基準の実効性を確保するための施策

（３）支払段階において適正な水準の労務費・賃金を確保するための取組

②コミットメント制度を通じた適正な支払いの担保

・労務費・賃金の適正な支払に係る表明や情報開示への合意に関する条項（総称して「コミットメント制度」とする）を
標準請負契約約款に導入するとともに、サプライチェーン全体の個々の取引における活用を推奨することにより、
契約当事者間において適正な水準の労務費・賃金支払の状況等を確認できる仕組みを構築することが適切である。

（１）コミットメントの趣旨

・個々の取引において適正な労務費が支払われ、末端の事業者まで行き渡ることが重要

・行政による監督指導を補完する仕組みとして、契約当事者間において、労務費や賃金の支払いに
ついて約束し、確認することを可能とするのが「コミットメント条項」である

（２）コミットメントする（約束する）内容について

①適正な賃金を雇用する技能者に支払う

②適正な労務費を下請事業者に支払う

③下請事業者との間で、コミットメント条項を含む下請契約を締結する ※（A）導入の場合

④①～③について、注文者の求めに対して、関係書類（※）を提出する（情報開示する）
※①については誓約書、②及び③については契約書の写しで可
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発注者・元請間の契約における条項（A）（B）の選択制について
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労務費ダンピング調査

 現行、公共工事の入札時に応札者は入札金額の内訳の提出が義務付けられている。

 入札金額の内訳の取扱いや実施方法について、今回の法改正の完全施行により、内訳には、材料費、労務費
及び適正な施工に不可欠な経費（※）を記載する内容に変更される。（入契法第１２条）

※材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費を明示

 内訳書の様式（例）については、令和7年11月18日に通知を地方公共団体等宛に送付
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労務費ダンピング調査
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令和７年度の建設Ｇメンの取組（建設業法令遵守推進本部の活動方針）
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適正な下請契約に向けて
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適正な下請契約に向けて
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適正な下請契約に向けて
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発注者のみなさまへのメッセージ
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建設業者のみなさまへのメッセージ①
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建設業者のみなさまへのメッセージ②
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みなさまへのメッセージ
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（参考）物流効率化法の改正
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物流は、国民生活・経済活動を支える社会インフラです。

何も対策を講じなければ輸送力不足が生じる可能性を踏まえ、物流の持続的成長を図るため、
荷主・物流事業者に対する規制的措置が定められました。
一定規模以上の特定事業者に対し、中長期計画の策定や定期報告等が義務付けられます。

「物流効率化法」
理解促進ポータルサイト


